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四万十町条例第 号 

 

   四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 四万十町国民健康保険税条例（平成 18 年四万十町条例第 89 号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項を次のように改める。 

(課税額) 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 

(１) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和 33 年法律第

192 号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条において「国民健

康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57

年法律第 80 号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期

高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第 123 号）の規定に

よる納付金（以下この条において「介護納付金」という。）の納付に要する費用

に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

(２) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する

後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための

国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(３) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９

条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算定

した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付



金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の

課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項中「前項」を「前項第１号」に改め、同条第３項中「第１項」を「第

１項第２号」に改め、同条第４項中「第１項」を「第１項第３号」に改め、「（国民健

康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であるものを

いう。以下同じ。）」を削る。 

第５条第１項第１号中「（昭和 33 年法律第 192 号）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の四万十町国民健康保険税条例の規定は、平成 30 年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成 29 年度分までの国民健康保険

税については、なお従前の例による。 

 


